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千歳烏山駅前広場南側地区市街地再開発事業に
関する都市計画（原案）説明会等を開催します

千歳烏山駅周辺・街づくりニュース

４

≪説明会概要≫
日 時：令和７年９月３日（水）

令和７年９月６日（土）

場 所：烏山区民センター３階集会室
参加者：９月３日：82名、９月６日：85名 計167名

内 容：（１）千歳烏山駅周辺の街づくりの経過
（２）千歳烏山駅前広場南側地区の街づくり

【準備組合の検討内容】

（３）都市計画の素案

（４）今後のスケジュール

当日の説明会やご意見等記入シートを通じて

多くの方からご意見をいただきました。

誠にありがとうございました。

主なご意見等をご紹介させていただきます。

主なご意見等

世田谷区 烏山総合支所 駅周辺整備担当課
電話：03-3326-9836 FAX：03-3326-6159◇問い合わせ先◇

千歳烏山駅前広場南側地区市街地再開発事業に
関する都市計画（素案）説明会を開催しました

２号

検討イメージパース：準備組合作成
（決定したものではありません）

素案説明会の様子（９月３日）

素案説明会の様子（９月６日）

都市計画法第１６条第２項に基づく意見書の提出は、地区計画の変更（原案）の区域内に土地を所有
している方、土地に係る利害関係を有する方が対象となります。

地区計画の変更（原案）の公告・縦覧、意見書の提出

対象計画

縦覧

意見書の
提出

千歳烏山駅周辺地区地区計画（変更）

令和８年１月２２日（木）～２月５日（木）まで（土日除く8時30分～17時）

令和８年１月２２日（木）～２月１２日（木）まで

縦覧場所：世田谷区烏山総合支所駅周辺整備担当課（南烏山6-28-6 1階）

※様式はございませんが、提出される方の氏名、住所、連絡先、
対象計画名、意見を記載してください。郵送、FAX、持参、
右記区ＨＰからオンライン提出のいずれも可能です。

都市計画（原案）説明会等の概要 ※両日とも同じ内容です。

日頃より、区の街づくりにご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
千歳烏山駅周辺では、京王線連立事業や駅前広場及び補助216号線の都市計画事業が進められており、

街が大きく変わる機会を捉えて、区では駅周辺の街づくりを推進しています。
駅前広場南側地区では、地区の権利者の方々が主体となって、市街地再開発事業を活用した街づくり

の検討が進められています。
この度、区が市街地再開発事業等に関する都市計画（原案）を作成しましたので、説明会を以下の日程

で開催するとともに、地区計画の変更（原案）について都市計画法に基づく公告・縦覧、意見書の受付を
行います。（４ページ参照）

令和８年１月22日（木）
18時30分～20時
（18時15分受付開始）

令和８年１月25日（日）
18時30分～20時
（18時15分受付開始）

▼申込み方法
①オンライン申請
二次元コードから（24時間受付）

▼受付期間
令和８年１月２１日(水)まで ９時～17時（土日祝除く)

②右下『◇申込み先◇』まで電話またはFAXでお願いします。
※ FAXの場合は「住所、氏名、電話番号、希望日時・人数」
をご記入ください。こちらから到着確認の連絡をします。

※参加にあたってご支援が必要な方は、お早めにご相談ください
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■ 市街地再開発事業に伴う都市計画の
原案について
(第一種市街地再開発事業、高度利用
地区、地区計画）

場
所 烏山区民センター

ホール
（南烏山６－２－１９）

駅前広場
南側地区

駅前広場

◇申込み先◇世田谷区駅周辺整備担当課
電話：03-3326-9836 FAX：03-3326-6159

▼都市計画（原案）説明会

当日の説資料及び質疑応答等は
区ホームページにてご紹介しております。

区HP：ID検索

©世田谷区
烏山地域キャラクター
からぴょん

２６８９６

26896

■ 市街地再開発事業の検討状況等
の紹介や疑問等について、お答
えします。

▼「オープンハウス」
世田谷区

区・再開発準備組合

※詳しくはこちらから

予告

予告

報告

区の説明会終了後、再開発準備組合と連携し、市街地再開発事業に関する検討状況の紹介や疑問等へ
お答えする「オープンハウス」も開催します。

説明会
終了後

・計画を見直すこともあっていいと思う、その
可能性はあるのか。

・都市計画とか街づくりの方針は、タワーマン
ションでなくても出来ると思う。

・再開発ビルの商業部分の用途などは、区は関与
できないのか。

・対話で街づくりについて考える場にしてほしい。

・連立や駅前広場などの事業と再開発ビルの関連
はどうなのか。

・再開発事業にとても期待しています。



３２

高度利用地区の概要について

「第一種市街地再開発事業」とは、都市再開発法に基づき、細分化された敷地の統合、不燃化
された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行う事業のことです。
権利者が主体となって、地域の課題解決・魅力的な街の実現を目指すため、にぎわいの維持・

創出、権利者の生活再建を重視し、施設計画等の検討を進めています。

「高度利用地区」とは、土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的
としており、建築物の容積率、建蔽率、建築面積、壁面の位置等を定めます。

「地区計画」とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区が連携しながら、目指すべき将来像
を設定し、その実現に向け都市計画に位置付けて「まちづくり」を進めていく手法です。
第一種市街地再開発事業、高度利用地区の内容と整合を図るため、令和３年に策定した

「千歳烏山駅周辺地区 地区計画」の内容を一部変更します。
地区区分の変更（容積率や高さの最高限度）や地区施設の新設等を行います。

約１．５ha施行区域面積

都市計画道路補助第２１６号線：幅員１６ｍ

公共施設の配置

及び規模

世田谷区画街路第１４号線：

幅員１９．５ｍ、延⾧約３1ｍ、

交通広場約４，０００㎡含む

区画道路７号（駅前通り）

区画道路８号（バス通り）

約８，９００㎡建築敷地面積

約５，７００㎡建築面積

約８８，６００㎡延べ面積

商業・業務、住宅、駐車場主要用途

１４０ｍ建物物の高さの限度

約１．８ha面積

７００％容積率の最高限度

２００％容積率の最低限度

５０％※建蔽率の最高限度

２００㎡建築面積の最低限度

敷地境界線から４ｍ壁面の位置の制限

※建築基準法第５３条第６項第１号に該当する建築物については、
建蔽率の最高限度を７０％とする。

容積率の最高限度
(700％)

壁面の位置の制限
（４ｍ）

高度利用地区の区域

高度利用地区の区域（予定）

駅前広場
北広場

(約1,700㎡)

南広場
(約560㎡)

歩道状空地
(幅員2m)

歩道状空地
(幅員4m)

歩道状空地
(幅員2m)

広場

約１，７００㎡

約５６０㎡

北広場：

南広場：

歩道状空地

幅員２m

幅員２ｍ

幅員４ｍ

駅前通り側：

補助216号線側：

南側：

高さの
最高限度

容積率の
最高限度

地区区分
【現行】

－５００％商業地区B1

－
５００％
（３００％※）

商業地区B2

－
（４５ｍ※）

５００％
（２００％※）

商業地区B3

高さの
最高限度

容積率の
最高限度

地区区分
【変更後】

１４０ｍ５００％※商業地区B

※敷地面積2000㎡未満
の場合

※高度利用地区により、容積率７００％まで可能

「商業地区B1・B2・B3」を
「商業地区B」に統一

地区区分の変更 地区施設の新設

※世田谷区街づくり条例に基づく、千歳烏山駅周辺地域地区街づくり計画についても
地区計画の内容と同様に変更します。

千歳烏山駅周辺地区 地区計画の変更について

都市計画（原案）の概要

第一種市街地再開発事業の概要について

「駅前通り側」

「南側」

「補助216号線側」

施設建築物敷地

建築物の
高さの限度
(140ｍ)

再開発事業の区域

市街地再開発事業の都市計画区域（予定）

誰もが利用できる安全で歩きやすい歩道が整備され
たり、楽しく過ごせる広場等が整備されることに
よって、駅前の賑わいが創出されるきっかけに！！

地区区分

商業地区A1

商業地区A3

商業地区A2

商業地区B1

商業地区B2

商業地区B3

住宅共存地区

沿道商業地区A

沿道地区

沿道商業地区B


